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（アンダーラインは変更箇所） 

変   更   後 変   更   前 

一般当座勘定規定 
 
≪省略≫ 
 
表紙 
 （２０２３年８月２３日現在） 
 
≪省略≫ 
Ｐ２ 
第９条（支払の範囲） 

① 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合に

は、当金庫はその支払義務を負いません。 

② 呈示された手形、小切手は、呈示日の１５時までに当座勘定に受入れま

たは振込まれた資金により支払います。ただし、当金庫の裁量により１５

時以降に入金した資金を支払いに充当することもできるものとします。 

③ 手形、小切手の金額の一部支払はしません。 
 
≪省略≫ 
 

一般当座勘定規定 
 
≪省略≫ 
 
表紙 
 （２０２２年 11月 4日現在） 
 
≪省略≫ 
Ｐ２ 
第９条（支払の範囲） 

① 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合に

は、当金庫はその支払義務を負いません。 

≪追加≫ 

 

 

② 手形、小切手の金額の一部支払はしません。 

 

≪省略≫ 
 

 


